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役場からのお知らせ役場からのお知らせ

蕁５５―

◆黒潮町

◆貸したい方のメリット

・農

心配ごと・困りごと、人権・行政相談所の開催

　皆さんの相談を社会福祉協議会相談員、行政相談委員などが受ける相談所を開きます。皆さんの心の負
担が少しでも軽くなればと考えています。家庭での心配ごと、地域でのもめごと、人権侵害や行政に関する相談
など、ひとりで悩まずお気軽にご相談ください。相談の秘密は必ず守り、料金は無料です。安心してお越しくださ
い（原則要予約）。

◆開催日時・場所
　３月１日（金）　午前１０時～正午　有井川多目的研修集会所
　　　　　　　午後１時３０分～午後３時３０分　錦野団地集会所（錦野老人憩いの家）

○予約・お問い合わせ　佐賀支所 地域住民課 人権啓発係　蕁５５―３１１３

幡多広域消費生活センター便り

　断っているのにしつこい勧誘電話　法律違反です

◆事例1
　毎日のように「何にでも効く」という健康食品の勧誘電話がかかってくる。あまりにしつこいの
で購入を承諾してしまった。届いたサプリを飲んでみたが効果もないし、金額も約１１万円と高額だ。
年金生活で支払いも厳しく、解約したい。                                                                                （８０歳代）

◆事例2
　お得な電気料金のプランがあると電話がかかってくる。現在の契約業者や家族構成を聞かれるが、
それには答えず「必要ない」と言っているのに、何度も電話がある。電話が来ないようにしてほしい。

（８０歳代）
◆アドバイス
・はっきり断っているのに、事業者が再度勧誘の電話をすることは、特定商取引法で禁止されてい

ます。しつこい事業者には、法律違反であることを伝え、きっぱり断りましょう。
・断る際は、事業者名、連絡先等を聞いた上で「いりません」「興味ありません」「取引するつもりは

ありません」などと、はっきりした言葉で意思を伝えましょう。
・迷惑電話対策機能が付いた電話や留守電機能を活用して、知らない人からの電話にはすぐに出な

いことも、しつこい勧誘電話対策として有効です。
・断り切れず購入しても、クーリング・オフ等ができる場合があります。困ったときは、すぐに消

費生活センター（消費者ホットライン「１８８（いやや）」）にご相談ください。
　（独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報 第４６５号）
※幡多広域消費生活センターでは、出前講座（無料）による啓発活動を実施しています。お気軽に

お問い合わせください。

○お問い合わせ　幡多広域消費生活センター　蕁３４―８８０５　蕭３４―８８０９
　　　　　　　　消費者ホットライン　　　　蕁１８８
　　　　　　　　〒７８７―００１２ 四万十市右山五月町８番１３号（アピアさつき２階駐車場西側）
　　　　　　　　【相談受付】月～金曜日（祝日および年末年始を除く）
　　　　　　　　　　　　　　午前９時～正午、午後１時～午後５時

i

光ネットワークサービスの一時停止のお知らせi
　インターネット設備の機器交換作業およびケーブルテレビ設備の老朽化に伴う更改工事のため、下記のとおり
一時的に光ネットワークサービスを停止します。
　ご利用の皆さんにはご不便をおかけしますがご理解いただきますようお願いします。

◆インターネットサービス停止期間　２月４日（日）　午前２時～午前５時

◆ケーブルテレビ・告知放送サービス停止期間　３月６日（水）～１３日（水）　午前１時～午前５時
※ケーブルテレビ・告知放送サービス停止については停止期間のうち各地区ごとに停止日が異なります。
　そのため、停止日の詳細は契約者さんに個別に郵送します。

○お問い合わせ　本庁 情報防災課 情報推進係　　　　　蕁４３―２１８８
　　　　　　　　光ネットワークサービスセンター      　蕁０８００―２００―１３７３

月日（曜） 行　　　　事　　　　名 場　　　所 時　間 お問い合わせ

黒潮町イベントカレンダー 2024（令和6）年2月・3月
変更となる場合がありますので、詳しくは担当係にお問い合わせください。

2月22日（木） 佐賀町民館 蕁55－2108佐賀町民館 2階ホール 13:0019:002023年度第2回ふれあい人権・同和教育学習会

3月3日（日） 生涯学習係 蕁43－0044
土佐西南大規模公園

（佐賀～大方）
13:00
8:00

（受付）黒潮町駅伝大会 兼 四国のみち駅伝大会

無料弁護士相談の開催

　黒潮町では、多様化する消費者相談、不動産、相続、離婚、地域での悩み相談に対応するため弁護士を招
き、無料相談所を開設します。日ごろ、なかなか相談できないこともこの機会に相談してみませんか。

◆開催日時・場所　２月１４日（水）　午後１時～午後３時　本庁１階相談室１―３
※相談時間は１名３０分以内。２月７日（水）午前８時３０分から電話または下記窓口で先着４名を受け付け、そ

の際、相談内容を聴き取りさせていただきます。
※同じ内容の相談は、１回限りで、担当弁護士が既に相手方の相談を受けている場合は、相談を受けることが

できません。またキャンセルされる場合は、２月９日（金）までに下記窓口へ連絡してください。

○予約・お問い合わせ　佐賀支所 地域住民課 人権啓発係　蕁５５―３１１３


